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愛媛県イメージアップキャラクター

みきゃん
許諾番号：511032



正しく分別して紙類として出すことで
可燃ごみ減量化と、再資源化が可能と
なります。



岡田タクシー・郡中タクシー共同配車
（089）982-0369

0120-048-748【岡田】
0120-22-0369【郡中】

こちらのフリーダイヤルも
ご利用いただけます。
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申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。



ハンガー、

●スポーツバッグ（金具が取り外せないもの）
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申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。





浄化槽保守点検、各種パイプつまり修理
産業廃棄物処理業、宅地建物取引業

〒791-3151 伊予郡松前町東古泉341-6　TEL（089）984-9125

令和６年
（2024年）

令和６年
（2024年）

2 3 41

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

31

4

11

18

25

30 312928

5

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

1

8

15

22

29

2

9

16

23

30

3

10

17

24

4

11

18

25

申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。
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申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。



安心・安全・快適

伊予郡松前町大字浜 305番地

TEL（089）984-1017

有限会社 松前交通タクシー
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申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。



浄化槽保守点検、各種パイプつまり修理
産業廃棄物処理業、宅地建物取引業

〒791-3151 伊予郡松前町東古泉341-6　TEL（089）984-9125
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申込月の末日頃にシール付きのはがきを
役場から郵送し、収集日を連絡します。



電池・バッテリー・梱包資材は、取り外して
投入してください。

※家電リサイクル法対象の４品目（テレビ、エアコ
　ン、冷蔵庫・冷凍庫・冷温庫、洗濯機・衣類乾燥
　機）は回収できません。

使い切った

上記の注意書きのほか、照明器具の蛍光管などは、
取り外して引き渡してください。

（できる限り庁舎東側出入口から
搬入してください。）



お手数ですが、
必要金額の
切手を貼って
ください。
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※事業活動に伴って生じるものは、町が収集するごみ（粗大以外のごみを含む）の対象ではありません。
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